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乳幼児健康診査

産後のお母さんのために

４か月児健康診査 ３歳児健康診査

１歳６か月児健康診査

乳児一般健康診査

【内　容】身体計測、内科診察、育児相談、ブックスタート
【対　象】４か月から１歳の誕生日前日までの児
【持参品】親子健康手帳、健康診査票、ブックスタート

申込書、バスタオル

【内　容】身体計測、尿検査、弱視スクリーニング（屈折検査）、
内科診察、歯科診察、育児相談、栄養相談

【対　象】３歳６か月から４歳の誕生日前日までの児
【持参品】親子健康手帳、健康診査票、健診当日の朝

一番の尿、バスタオル

【内　容】身体計測、内科診察、歯科診察、育児相談、
栄養相談

【対　象】1 歳６か月から２歳の誕生日前日までの児
【持参品】親子健康手帳、健康診査票、コミュニケー

ションの育ち質問票、バスタオル

生後１歳未満の乳児は、かかりつけ医で定期的に健康チェックを受けましょう。
親子健康手帳の別冊（母子保健ガイド）に、「乳児一般健康診査依頼票」が 3 回分と
じ込まれています。里帰りなどで県外の医療機関で乳児一般健康診査を受ける場合は、
受診後に費用（または費用の一部）を市に請求できます。
詳しくは、こども課母子保健係までお問い合わせください。

※対象児には健康診査票を送ります。
　日程は随時変更する場合があります。
　必ず事前通知でご確認ください。

乳児健康診査 1歳6か月児健康診査 3歳児健康診査
年月日 対象児 年月日 対象児 年月日 対象児

令和8年 4月22日㈬ 令和7年  12月生 令和8年 4月23日㈭ 令和6年    9月生 令和8年 4月24日㈮ 令和4年  10月生
5月27日㈬ 令和8年     1月生 5月28日㈭ 10月生 5月29日㈮ 11月生
6月24日㈬ 2月生 6月25日㈭ 11月生 6月26日㈮ 12月生
7月29日㈬ 3月生 7月30日㈭ 12月生 7月31日㈮ 令和5年     1月生
8月26日㈬ 4月生 8月27日㈭ 令和7年     1月生 8月28日㈮ 2月生
9月16日㈬ 5月生 9月17日㈭ 2月生 9月18日㈮ 3月生
10月28日㈬ 6月生 10月29日㈭ 3月生 10月30日㈮ 4月生
11月25日㈬ 7月生 11月26日㈭ 4月生 11月27日㈮ 5月生
12月16日㈬ 8月生 12月17日㈭ 5月生 12月18日㈮ 6月生

令和9年 1月27日㈬ 9月生 令和9年 1月28日㈭ 6月生 令和9年 1月29日㈮ 7月生
2月24日㈬ 10月生 2月25日㈭ 7月生 2月26日㈮ 8月生
3月 10日㈬ 11月生 3月11日㈭ 8月生 3月12日㈮ 9月生

産婦健康診査

産後ケア事業

母の心と体の健康状態について、出産後（産後２週間、産後１か月など）に最大２回まで産婦健康診査の助成を
受けることができます（助成券は、母子保健ガイドにとじ込まれています）。実施していない医療機関もあるので、
受診時は医療機関に確認してください。里帰りなどで県外の医療機関で産婦健康診査を受ける場合は、受診後に
費用（または費用の一部）を市に請求できます。詳しくは、こども課母子保健係までお問い合わせください。

出産後に医療機関や助産院（市の委託機関に限る）から、母乳ケアや授乳指導、育児相談が受けられ
るサービスです（利用には自己負担が生じます）。利用前に申請手続きが必要です。
利用可能日数など要件がありますので、詳しくはこども課母子保健係までお問い合わせください。
【対　　象】　産後１年以内の母と子で、医療の必要がなく、支援が必要な人
【利用内容】　短期入所型・通所型・居宅訪問型

場所：清音福祉センター（清音軽部 1135）

受付時間　12：50～ 14：40
診療時間　13：30～ 15：30（予定）

●問い合わせ　こども課母子保健係（☎0866－92－8261）

●問い合わせ　こども課母子保健係（☎0866－92－8261）
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